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北九州市告示第２５０号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、印刷機プリペイドカードの売払代金の収納事務を次のとおり委託した。 

  平成２９年５月１６日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

ＮＰＯ法人喫茶やすら

ぎ 

北九州市小倉北区馬借

一丁目７番１号 

平成２９年４月１日か

ら平成３０年３月３１

日まで 
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北九州市告示第２５１号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により育成医療、更生医療及び精神通院医療

に係る指定自立支援医療機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２

号の規定により次のとおり告示する。

  平成２９年５月１６日  

北九州市長 北 橋 健 治  

育成医療、更生医療及び精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の所在地

の変更

指定自立支援医療機

関の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日

ニック調剤薬局小倉

店 
旧

北九州市小倉北区馬借二丁目

６番３号 

平成２９年４

月１日 

新
北九州市小倉北区馬借二丁目

６番４号 

訪問看護ステーショ

ンなずな 
旧

北九州市八幡西区則松七丁目

２２番２３－２０２号 

平成２９年４

月２３日 

新
北九州市八幡西区則松七丁目

２２番１－２０１号 
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北九州市告示第２５２号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６５条の規定により育成医療、更生医療及び精神通院医療

に係る指定自立支援医療機関から指定の辞退の届出があったので、同法第６９

条第３号の規定により次のとおり告示する。

  平成２９年５月１６日

北九州市長 北 橋 健 治 

薬局（育成医療、更生医療及び精神通院医療）

指定自立支援医療

機関の名称 

指定自立支援医療機関の

所在地 
辞退理由 辞退年月日 

有限会社ニノミヤ

薬局 

北九州市若松区波打町７

番５号 

廃止のため 平成２９年

４月６日 

タカサキ薬局 園

店 

北九州市八幡東区 園四

丁目１番２０号 

廃止のため 平成２９年

３月３１日 
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北九州市公告第３２４号 

土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第１９条の規定により、

北九州広域都市計画事業折尾土地区画整理審議会委員の選挙期日を次のとおり

公告する。 

平成２９年５月１６日 

北九州市長 北 橋 健 治 

 選挙期日 平成２９年８月２０日 
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北九州市公告第３２５号

 土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第２１条第１項の規定に

より、北九州広域都市計画事業折尾土地区画整理審議会委員の選挙人名簿を次

のとおり公衆の縦覧に供する。

  平成２９年５月１６日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 縦覧期間

  平成２９年７月３日から同月１６日まで

２ 縦覧場所及び縦覧時間

縦覧場所 縦覧時間

北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市建築都市局整備部区画整理

課

日曜日及び土曜日を除く毎日午前

８時３０分から午後５時１５分ま

で

北九州市八幡西区北鷹見町１３番１

０号 オリオンプラザ２階

北九州市建築都市局折尾総合整備事

務所区画整理事業課

毎日午前８時３０分から午後５時

１５分まで
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